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やまなし女性の起業応援事業 業務委託に係る企画提案公募要領 

 

１ 企画提案を求める業務の概要 

山梨県では、県内における女性の起業を促進するため、女性の起業ニーズが高い個

人向けサービスやソーシャルビジネスなどの分野で起業を志す女性を対象に、起業経

験者との交流の場や経営に必要な知識を習得する機会などを提供する起業支援プロ

グラムを実施します。 

この事業については、民間事業者などの知識やノウハウ等を活用し、より効果的・

効率的に実施するため、企画提案公募により受託事業者を募集します。 

 

（１）委託業務の内容 

  別紙 「やまなし女性の起業応援事業 業務委託仕様書」のとおり 

 

（２）事業のスケジュール・実施期間の想定 

ア 委託業務の内容の協議 

契約締結後６月中を目処に、応募を受けた企画提案をもとにして、支援体制構

築の方法やプログラムの詳細部分、プログラムの開催日時などについて、県と協

議の上で決定します。 

 

イ 参加者募集・起業支援プログラム（講座・交流会・現地見学会・相談会） 

７月中を目処に、事業の実施についてプレスリリースを行い、参加募集を開始

します。 

 

ウ 実績報告 

イベントの実施結果を報告書にまとめ、契約期間（下記「２」）終了後速やか

に県に提出してください。 

 

（３）委託業務の一般的事項 

・ イベント参加者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得

た個人情報を紛失し、または業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことなどのな

いよう、情報の取扱に万全の注意を払ってください。 

・ 業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけてく

ださい。 

・ 本事業の実施で得られた成果、情報（個人情報を含む）等については山梨県に

帰属します。 

・ 事業の再委託は原則禁止とし、必要が生じた場合は山梨県と協議の上、決定す

ることとします。 
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２ 業務委託期間 

委託契約締結日を始期とし、令和５年２月２８日（火）を終期とします。 

 

３ 予算上限額 

本業務に係る経費の想定額：２，４００，０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 ２１８，１８０円） 

（但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示す

ものです） 

 

４ 応募資格 

県内に活動の拠点を有する民間事業者、公益財団法人、特定非営利活動法人等で、

次のいずれにも該当する者とします。 

・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項

各号（一般競争入札の参加者の資格に関する規定）に示される者に該当しないこと。 

・ 本件業務の委託契約に支障がない体制が整えられていること。 

・ 「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成 23 年 4 月 1 日）」や

「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成 10 年 4 月 1 日）」によ

る指名停止措置期間中の者でないこと。 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）又は法人であって、そ

の役員が暴力団員でないこと。 

 

５ 企画提案書類の提出 

（１）企画提案書類（提出物） 

① 応募書（様式 1 号） 

② 会社概要等整理表（様式 2 号） 

③ 会社概要が把握可能な書類（会社パンフレットなど） 

④ 企画提案書（様式３号） 

⑤ 見積書（様式４号） 

⑥ 誓約書（様式６号） 

 

（２）提出方法 

山梨県産業労働部 成長産業推進課まで郵送または持参してください。 

 

ア 宛先 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県産業労働部 成長産業推進課 

 

イ 受付時間（持参の場合） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝祭日を除く） 
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ウ 提出期限 

令和４年５月１０日（火） 午後５時１５分必着 

 

（３）その他 

ア 質問方法及び質問送付先 

本企画提案公募要領に対し質問がある場合には、質問書（様式５号）に記載の

上、下記アドレスまで電子メールにてお問い合わせください。 

山梨県産業労働部 成長産業推進課 

E-mail: seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp 

 

イ 質問受付期間 

令和４年５月２日（月）午後５時１５分まで 

 

ウ 質問に対する回答 

質問に対する回答は電子メールで行います。 

 

エ 提出書類について 

応募や審査などで申請者から提出された書類は返却しません。 

また、書類等を受け付けた後、必要に応じて追加説明資料の提出を求めること

があります。 

 

６ 選定方法 

（１）審査・選定方法 

企画提案書類一式により複数の審査員による書面審査を行い、最も優れた提案者

を委託先候補者として選定します。 

 

（２）審査の視点 

「やまなし女性の起業応援事業 委託業務に係る企画提案 選定の手順及び審査

の視点について」のとおり。 

 

（３）結果の通知 

企画提案書類提出者に対し、書面をもって選定結果を通知します。 

 

７ 提案の無効に関すること 

次のいずれかに該当する場合、その提案者の提案は無効とします。 

・ この要領に定める手続きに適合しない場合 

・ 企画提案書類に虚偽の記載があった場合 

 

８ その他 

・ 企画提案に関する説明会は行いません。 
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・ 提出期限までに到達しなかった企画提案書類は、いかなる理由をもっても選定さ

れません。 

・ 企画提案が選定された法人等については、協議の上、山梨県財務規則等の関係法

令の規定に基づき委託契約を締結します。また、選定された企画提案の内容につい

ては、協議の過程で変更・修正する場合があります。 

・ 選定された場合には、県の担当職員と密接な連絡・調整を行いながら事業を進め

ることとします。 

・ 申請に係る連絡先等の個人情報は、適切に管理し、本業務以外の目的には使用し

ません（県の産業振興施策に係る情報提供は除く）。 

 

９ 応募から委託事業完了までのながれ 

令和４年 

５月１０日まで  企画提案応募 

５月中旬     採択通知 

５月下旬     契約締結・事業着手 

令和５年 

２月２８日まで  事業完了（事業完了報告書の提出） 

 

１０ 本件に関する問い合わせ先 

山梨県産業労働部 成長産業推進課 

起業・経営革新担当  早川 

住所：山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号  

電話：（直通）０５５－２２３－１５４４ 

電子メールアドレス：seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp 


